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障害者に対する公共交通機関の運賃割引等に関する協力について 

 

 

 標記については、これまでもご理解とご協力をお願いしてきたところですが、北陸信越運輸局長か

ら別紙（令和３年１１月１９日付け北信交旅第６２２号）のとおり周知依頼がありました。 
 つきましては、精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引の実施状況等について了知いただくと

ともに、精神障害者についても身体障害者、知的障害者を対象として実施している各種運賃割引等の

適用の対象とすることの検討・実施について、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 また、盲ろう者が通訳・介助員二名を伴って公共交通機関を利用する場合において、通訳・介助員

二名について運賃割引制度の適用対象とするよう、障害者団体等より要望がなされている状況にあり

ます。こうした状況ついてもあわせて了知いただくとともに、通訳・介助員二名について各種運賃割

引等の適用対象とすることの検討について、ご理解とご協力をお願いいたします。 
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